
　
　
　
　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
宗
雄
（
講
演
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
井
孝
一
（
執
筆
）

本
稿
は
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
十
二
日
早
稻
田
大
學
大
隈
大
講
堂
に
て
開
催
さ
れ
た
全
日
本
學
生
法
律
討
論
會
に
お
い
て
、
出
題
者
中
村
が
講
評

し
た
際
の
手
控
及
び
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ド
を
豪
本
と
し
て
、
櫻
井
が
執
筆
し
、
さ
ら
に
全
部
に
わ
た
り
中
村
の
校
閲
・
修
正
を
輕
た
も
の
で
あ
る
。
紙
数

の
關
係
上
、
一
部
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

討
論
題
は
、
本
誌
別
稿
に
掲
げ
て
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
は
　
し
　
が
　
き

剛
　
民
事
訴
訟
法
第
二
二
五
條
の
訴
（
謹
書
眞
否
確
認
の
訴
）

二
　
検
察
官
聴
取
書
の
「
成
立
が
無
効
」
で
あ
る
こ
と
の
確
認
請
求

三
　
交
書
の
「
成
立
が
無
効
で
あ
る
」
こ
と

四
　
無
効
確
認
請
求

五
　
消
極
的
確
認
の
訴
の
封
象
と
し
て
の
検
察
官
賄
取
書
の
無
効
確
認
請
求

　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
鮎



　
搬
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙

六
　
そ
の
他
若
干
の
問
題

七
　
穫
利
保
護
の
利
盆

　
　
む
　
す
　
び

二

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
（
二
）

　
帝
銀
事
件
死
刑
囚
李
澤
貞
通
が
國
を
相
手
ど
つ
て
提
起
し
た
行
政
訴
訟
「
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
」
に
つ
い
て
、
東
京
地

方
裁
到
所
は
、
昭
和
三
四
年
九
月
二
三
日
、
口
頭
辮
論
を
開
く
こ
と
な
く
、
書
面
審
理
で
も
つ
て
直
ち
に
訴
却
下
の
判
決
を
な
し
た
。
そ

　
　
　
　
（
三
）

の
到
決
理
由
は
い
た
つ
て
簡
軍
で
あ
る
。
「
書
面
の
眞
否
確
定
の
訴
が
許
さ
れ
る
の
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
二
五
條
に
い
う
法
律
關
係
を

謹
す
る
書
面
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
刑
事
訴
訟
手
績
に
お
い
て
検
事
が
被
疑
者
又
は
被
告
人
の
供
述
を
録
取
し
た
聴
取
書
は

右
の
書
面
に
該
當
し
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
他
に
右
聴
取
書
の
有
効
ま
た
は
無
効
の
確
定
を
訴
訟
に
よ
り
求
め
る
こ
と
は
現
行
法
髄

系
上
か
ら
い
つ
て
許
さ
れ
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
訴
に
つ
い
て
は
色
々
の
問
題
が
あ
る
。
原
告
の
主
張
す
る
事
實
が
一
切
口
頭
辮
論
で
審
理
さ
れ
ず
、
た
だ
書
面
審
理
で

も
つ
て
か
た
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
訴
は
純
法
理
論
で
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
純
法
理
論
で
解
決
さ
れ
る
と
し
て
も
、

こ
の
到
決
の
よ
う
に
三
行
ほ
ど
の
理
由
で
却
下
さ
れ
て
し
ま
つ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
驕
に
疑
間
が
生
ず
る
。
か
く
し
て
こ
の
訴

を
純
法
律
的
に
分
析
し
て
、
い
く
つ
か
の
論
貼
を
検
討
し
、
問
題
を
提
出
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
意
圖
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
論
及
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
の
訴
は
、
民
訴
法
第
二
二
五
條
の
規
定
す
る
謹
書



眞
否
確
認
の
訴
に
該
嘗
す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
。
そ
れ
に
該
當
し
な
い
と
し
て
も
、
一
般
確
認
訴
訟
と
し
て
、
現
行
法
髄
系
上
、
こ
れ

を
許
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
訴
に
、
民
事
訴
訟
に
よ
る
灌
利
保
護
の
利
盆
が
存
す
る
か
否
か
。
こ
れ
ら
の

黙
を
順
を
追
っ
て
拾
い
上
げ
、
以
下
に
検
討
し
て
み
る
。

　
（
一
）
　
こ
の
検
察
官
聴
取
書
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
検
察
官
の
作
成
し
た
被
疑
者
の
供
述
調
書
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
こ
の
訴
は
、
要
約
す
る
に
、
帝
銀
事
件
有
罪
到
決
の
有
力
な
謹
撮
と
な
つ
た
検
察
官
の
聴
取
書
（
自
白
調
書
）
が
、
原
告
の
知
ら
な
い
間
に
、

　
　
　
検
察
官
が
勝
手
に
虚
爲
の
事
實
を
傭
造
し
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
請
求
の
原
因
）
、
そ
の
聴
取
書
の
成
立
の
無
効
で
あ
る
こ
と
の
確
認

　
　
　
を
求
め
る
（
請
求
の
趣
旨
）
も
の
で
あ
る
。
註
（
三
）
到
例
時
報
参
照
。

　
（
三
）
　
こ
の
到
決
は
、
遙
か
後
に
な
つ
て
到
例
時
報
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
二
〇
九
號
（
昭
和
三
五
年
一
月
二
日
護
行
）
七
頁
。

民
事
訴
訟
法
第
二
二
五
條
の
訴
（
謹
書
眞
否
確
認
の
訴
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
確
認
の
訴
は
「
雫
い
あ
る
灌
利
ま
た
は
法
律
關
係
」
を
そ
の
訴
訟
の
封
象
と
す
る
。
事
實
關
係
は
「
訴
訟
の
目
的
」
と
は
な
り
え
な
い
．

し
か
し
、
例
外
的
に
法
律
關
係
を
謹
す
る
書
面
の
眞
否
を
確
定
す
る
た
め
に
、
確
認
の
訴
が
許
さ
れ
て
い
る
。
民
訴
法
第
二
二
五
條
の
謹

書
眞
否
確
認
の
訴
が
こ
れ
で
あ
る
。
元
來
、
書
面
の
眞
否
は
事
實
問
題
で
あ
る
か
ら
、
到
決
の
罫
象
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

（
二
）

謹
書
す
な
わ
ち
法
律
關
係
を
讃
す
る
書
面
の
場
合
、
そ
の
眞
否
は
、
そ
れ
に
記
載
さ
れ
た
法
律
關
係
の
存
否
に
直
接
關
連
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

る
か
ら
、
沿
革
的
理
由
と
と
も
に
、
濁
立
の
訴
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
民
訴
法
第
二
二
五
條
は
、
一
般
確
認
の
訴
の
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

的
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
逆
の
面
か
ら
眺
め
る
と
き
、
一
般
確
認
の
訴
は
、
民
訴
法
第
一
三
五
條
の
規
定
封
象
と
な
つ
て
い
な
い
。

　
（
一
）
民
事
訴
訟
は
灌
利
保
護
の
制
度
で
あ
る
。
從
つ
て
確
認
到
決
は
た
だ
灌
利
ま
た
は
法
律
關
係
の
存
在
・
不
存
在
を
確
定
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
と
す
る
。
中
村
・
民
事
訴
訟
法
原
理
第
一
巻
三
七
七
頁
参
照
や

　
（
二
）
　
わ
が
民
訴
法
第
二
二
五
條
で
は
「
法
律
關
係
ヲ
謹
ス
ル
書
面
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
ド
イ
ッ
民
訴
法
第
二
五
六
條
は
「
謹
書
（
q
吋
ざ
＆
o
）
」
と
あ
る
。

　
（
三
）
　
中
村
・
前
掲
三
八
○
頁
以
下
参
照
。

　
（
四
）
事
實
問
題
を
訴
訟
の
罫
象
と
す
る
民
訴
法
第
二
二
五
條
の
訴
は
、
現
行
民
訴
法
腫
系
に
お
い
て
例
外
の
も
の
で
あ
る
。
わ
が
民
訴
法
の
起
草
者

　
　
　
は
、
同
條
に
「
も
」
の
一
字
を
播
入
し
た
の
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
當
然
一
般
確
認
の
訴
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

　
こ
の
謹
書
眞
否
確
認
の
訴
は
、
事
實
關
係
の
確
認
を
求
め
る
訴
で
は
あ
る
が
、
法
律
關
係
を
そ
の
内
容
に
も
つ
讃
書
の
特
殊
性
に
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

づ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
訴
の
要
件
は
嚴
格
に
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
五
）
　
例
外
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
謹
書
の
眞
否
以
外
の
他
の
事
實
の
存
否
の
確
定
に
ま
で
、
本
條
の
適
用
を
鑛
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
そ
の
要
件
と
し
て
、
第
一
は
一
定
の
法
律
關
係
を
謹
す
る
文
書
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
他
の
一
般
文
書
を
こ
の
訴
訟
の
封
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
六
）
例
え
ば
遺
言
書
、
定
款
、
手
形
な
ど
で
あ
る
。

　
（
七
）
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
一
日
の
最
高
裁
到
決
は
、
『
「
受
取
人
不
在
二
付
差
出
人
二
返
電
ス
廣
島
縣
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
書
面

　
　
　
は
、
民
訴
第
二
二
五
條
に
い
わ
ゆ
る
法
律
關
係
を
謹
す
る
書
面
と
は
い
え
な
い
』
と
し
て
い
る
（
最
高
民
集
六
巻
一
一
號
八
二
頁
）
。

　
等
二
は
護
書
の
眞
否
の
確
定
で
あ
る
。
謹
書
の
眞
否
と
は
、
そ
の
文
書
が
眞
文
書
で
あ
る
か
、
偽
文
書
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
刑
法
で
い
う
有
形
偶
造
を
さ
す
の
で
あ
り
、
内
容
の
虚
偲
記
載
、
す
な
わ
ち
無
形
僑
造
か
否
か
は
民
訴
法
第
二
二
五
條
の
訴
の
封

　
　
　
　
　
　
（
八
）

象
と
は
な
ら
な
い
。

　
（
八
）
　
昭
和
二
七
年
一
一
月
二
〇
日
の
最
高
裁
到
決
も
「
民
訴
第
二
二
五
條
い
わ
ゆ
る
書
面
の
眞
否
と
は
、
書
面
の
成
立
が
眞
正
で
あ
る
か
否
か
と
い



う
こ
と
で
あ
つ
て
書
面
の
記
載
内
容
が
實
質
的
に
客
観
的
事
實
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
ま
で
も
包
含
す
る
も
の
で
な
い
」

（
最
高
民
集
六
巻
一
〇
號
四
二
頁
）
。

と
し
て
い
る

二
　
槍
察
官
聴
取
書
の
「
成
立
が
無
効
」
で
あ
る
こ
と
の
確
認
請
求

　
e
　
検
察
官
聴
取
書
の
作
成
及
び
そ
の
効
力
　
検
察
官
聴
取
書
と
は
刑
訴
法
第
一
九
八
條
第
三
項
に
い
う
被
疑
者
の
供
述
を
録
取
し
た

書
面
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
訴
訟
に
關
す
る
書
類
（
刑
訴
第
四
七
條
）
に
属
し
、
一
つ
の
要
式
丈
書
で
あ
つ
て
、
同
條
第
四
項
、
第
五
項

に
從
い
、
被
疑
者
に
閲
覧
ま
た
は
讃
み
聞
か
せ
、
誤
り
が
な
い
と
き
に
は
被
疑
者
に
署
名
押
印
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
が
具
備
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

る
と
き
に
、
刑
訴
法
第
三
二
二
條
そ
の
他
の
規
定
す
る
謹
擦
書
類
と
な
り
、
讃
擦
力
を
も
つ
。
し
た
が
つ
て
謹
慷
力
と
い
う
法
律
上
の
効

力
を
も
つ
が
故
に
、
検
察
官
聴
取
書
は
廣
い
意
味
に
お
い
て
法
律
文
書
と
い
え
る
。
こ
れ
が
聴
取
書
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
否
か
、
成

立
し
て
い
る
と
し
て
、
果
し
て
謹
嫁
能
力
を
も
つ
か
、
ま
た
ど
の
程
度
の
謹
擦
力
（
謹
擦
贋
値
）
を
も
つ
か
が
、
す
べ
て
法
律
上
の
箏
い

と
し
て
、
問
題
と
な
り
う
る
。

　
（
一
）
　
こ
こ
で
謹
擦
書
類
と
は
「
公
到
期
日
に
蔚
け
る
供
述
に
代
え
て
謹
篠
と
な
る
書
面
」
は
す
べ
て
讃
擦
書
類
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
從
う
（
江
家

　
　
　
義
男
博
士
・
刑
事
謹
撮
法
の
基
礎
理
論
六
九
頁
）
。

　
口
　
検
察
官
聴
取
書
は
民
訴
法
第
二
二
五
條
に
い
う
「
謹
書
」
に
該
當
す
る
か
ど
う
か
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
記
第
二
二
五
條
の

訴
は
謹
書
の
眞
否
を
確
定
す
る
訴
で
あ
る
。
讃
書
と
は
、
一
定
の
法
律
關
係
を
謹
す
る
文
書
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
検
察
官
聴
取
書
は
被
疑

者
の
供
述
を
録
取
し
た
書
面
で
あ
る
か
ら
、
謹
捺
力
と
い
う
法
律
上
の
効
力
を
生
ず
る
と
し
て
も
、
法
律
關
係
を
謹
す
る
書
面
と
い
う
こ

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

と
は
で
き
な
い
。
前
記
東
京
地
裁
到
決
が
そ
の
理
由
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
讃
書
」
に
該
當
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
從
つ
て

検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
民
訴
法
第
二
二
五
條
の
訴
に
は
な
ら
な
い
。

　
国
　
だ
が
、
問
題
は
こ
れ
で
終
る
も
の
で
な
い
。
東
京
地
裁
は
、
こ
の
訴
を
も
つ
て
民
訴
法
第
二
二
五
條
の
訴
に
該
當
し
な
い
、
ま
た
、

現
行
法
艦
系
の
上
か
ら
も
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
本
案
審
理
を
経
る
こ
と
な
し
に
、
訴
却
下
の
到
決
を
な
し
た
。
こ
こ
に
間
題
が
あ
る
。

第
二
二
五
條
の
訴
に
該
當
し
な
い
と
す
れ
ば
、
次
に
一
般
の
確
認
訴
訟
と
な
る
か
、
な
ら
な
い
か
の
審
査
が
必
要
で
あ
る
。
「
現
行
法
膣

系
上
か
ら
い
つ
て
許
さ
れ
な
い
」
と
、
あ
つ
さ
り
い
い
切
れ
る
も
の
で
な
い
。
必
要
が
あ
れ
ぼ
、
當
該
請
求
の
内
容
を
取
調
べ
る
た
め
本

　
　
（
二
）

案
審
理
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
本
案
審
理
と
は
、
原
告
の
請
求
が
本
案
到
決
の
た
め
の
實
髄
的
要
件
（
権
利
保
護
要
件
）
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
の
審
査
を
す
る
こ
と
で
あ

　
　
　
る
（
中
村
・
民
事
訴
訟
要
論
一
四
六
頁
）
。

　
そ
こ
で
検
察
官
聴
取
書
の
無
効
確
認
請
求
が
一
般
確
認
請
求
に
該
當
す
る
か
、
ど
う
か
。
こ
の
問
題
に
解
答
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、

聴
取
書
の
「
成
立
が
無
効
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
か
を
分
折
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
文
書
の
「
成
立
が
無
効
で
あ
る
」

こ
と

O
　
文
書
の
無
効
　
有
効
・
無
効
の
封
象
と
な
る
文
書
は
、
當
然
、
法
律
上
の
効
力
を
も
つ
文
書
、
す
な
わ
ち
法
律
文
書
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
法
律
文
書
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
、
次
の
三
つ
が
あ
る
。

第
一
に
、
そ
の
文
書
の
成
立
が
眞
正
で
な
い
、
す
な
わ
ち
作
成
名
儀
を
爲
れ
る
有
形
偽
造
の
場
合
で
あ
る
。
有
形
偶
造
の
文
書
は
、
法



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

律
文
書
と
し
て
の
効
力
を
も
ち
え
な
い
。
無
効
で
あ
る
。
民
法
學
に
倣
い
、
無
効
を
不
成
立
無
効
と
理
疵
無
効
に
わ
け
る
な
ら
ば
、
有
形

偽
造
の
文
書
は
、
法
律
文
書
と
し
て
不
成
立
無
効
と
い
え
よ
う
。

　
（
一
）
中
村
・
株
主
総
會
決
議
を
封
象
と
す
る
各
訴
に
つ
い
て
の
訴
訟
法
學
的
考
察
（
早
稻
田
法
學
第
三
三
巷
第
一
・
二
朋
）
四
六
頁
、
同
・
民
法
総

　
　
　
則
二
二
四
頁
参
照
。

　
第
二
は
、
要
式
文
書
で
あ
つ
て
、
そ
の
要
件
を
具
備
し
な
い
た
め
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
要
件
を
鉄
け
る
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

形
、
小
切
手
の
如
し
。
こ
れ
は
鍛
疵
無
効
に
あ
た
る
。

　
（
二
）
　
し
か
し
、
そ
の
暇
疵
の
程
度
が
高
ま
る
と
不
成
立
無
効
と
な
る
。

　
第
三
は
、
無
形
爲
造
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
容
の
虚
偶
で
あ
る
か
ら
、
一
慮
、
實
質
上
の
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
口
　
検
察
官
聴
取
書
の
無
効
　
検
察
官
聴
取
書
が
無
効
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
を
指
す
の
か
。
前
述
し
た
と
こ
ろ
に
あ
て
は

め
て
考
え
て
み
る
。

　
第
一
に
、
有
形
偲
造
、
す
な
わ
ち
検
察
官
で
な
い
者
が
検
察
官
聴
取
書
を
作
成
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
本
件
の
如
く
、
検
察
官
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

自
己
の
澹
當
事
件
に
つ
き
聴
取
書
を
作
っ
た
事
案
で
あ
る
限
り
、
作
成
名
儀
を
儂
る
有
形
傷
造
（
刑
一
五
五
條
）
の
間
題
は
生
じ
え
な
い
。

　
（
三
）
検
察
官
は
被
疑
者
の
供
述
調
書
を
作
成
す
る
構
限
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
塘
嘗
の
事
件
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
事
情
に
よ
り
問
題
を
生
ず

　
　
　
る
鯨
地
も
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
手
績
遽
反
の
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
刑
訴
法
第
一
九
八
條
に
違
反
し
、
正
規
の
方
法
で
訊
問
し
な
か
つ
た
、
或
い
は
調

書
の
閲
覧
、
讃
み
聞
か
せ
を
し
な
か
つ
た
、
署
名
押
印
を
さ
せ
な
か
つ
た
な
ど
、
形
式
的
な
欠
訣
の
存
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
鮎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
刑
訴
法
第
一
九
八
條
の
規
定
す
る
検
察
官
聴
取
書
は
要
式
文
書
で
あ
る
。
從
つ
て
前
述
の
よ
う
な
蝦
疵
が
あ
れ
ば
、
同
第
三
二
二
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

規
定
さ
れ
る
謹
擦
書
類
と
し
て
使
用
し
え
な
い
、
す
な
わ
ち
謹
撮
能
力
を
も
ち
え
な
い
場
合
を
生
じ
う
る
。
こ
れ
は
検
察
官
聴
取
書
無
効

の
一
形
態
で
あ
り
、
前
述
の
理
疵
無
効
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。
間
題
は
い
か
な
る
程
度
の
理
疵
が
、
聴
取
書
と
し
て
無
効
と
な
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
謹
擦
能
力
は
、
謹
擦
と
し
て
の
成
立
要
件
に
属
す
る
。
謹
擦
能
力
を
鉄
け
ば
、
謹
撮
と
な
り
え
な
い
。
謹
擦
資
格
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
封

　
　
　
し
、
謹
擦
力
と
は
、
謹
撮
と
し
て
の
慣
値
到
断
の
問
題
に
属
し
、
謹
明
力
と
同
義
に
解
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
讃
撮
能
力
並
び
に
謹
撮
力
の
意
義
に
關
し
て
は
、
異
説
あ
る
も
、
こ
こ
で
は
、
以
上
の
如
く
解
し
て
お
く
。
し
か
し
て
検
察
官
聴
取
書
が
、
形

　
　
　
式
的
要
件
を
訣
き
、
謹
擦
書
類
と
し
て
使
用
し
え
な
い
こ
と
は
、
謹
擦
と
し
て
の
贋
値
到
断
の
問
題
で
な
い
か
ら
、
謹
撮
能
力
の
欠
訣
と
み
る
の

　
　
　
が
相
當
で
あ
る
。
謹
擦
能
力
を
訣
き
、
謹
擦
と
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
よ
り
謹
擦
力
を
も
た
な
い
。

　
第
三
に
、
無
形
偶
造
、
す
な
か
ち
内
容
の
虚
偽
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
件
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
検
察
官
が
全
然
被
疑
者
を
取
調
べ
な
い
で
、

聴
取
書
を
作
成
し
た
と
き
、
ま
た
は
供
述
し
な
い
こ
と
を
意
識
的
に
聴
取
書
に
記
載
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

　
無
形
偶
造
の
文
書
は
、
そ
れ
が
私
人
に
よ
つ
て
儒
造
さ
れ
た
場
合
、
も
と
よ
り
そ
の
内
容
に
お
い
て
謹
擦
力
を
も
ち
え
な
い
が
（
實
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

的
無
効
）
、
謹
擦
と
し
て
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
。
す
な
わ
ち
謹
擦
能
力
を
も
つ
。
し
か
し
公
務
員
に
よ
る
公
交
書
の
無
形
偶
造

は
、
す
べ
て
刑
罰
の
封
象
と
な
つ
て
い
て
（
刑
一
五
六
條
）
、
必
ず
し
も
以
上
の
如
く
に
論
断
し
え
な
い
。
殊
に
刑
事
公
判
廷
に
蔚
い
て
、

検
察
官
が
無
形
偶
造
の
聴
取
書
を
訴
訟
書
類
　
（
刑
訴
四
七
條
）
と
し
て
提
出
し
、
そ
れ
を
護
嫁
と
す
る
が
如
き
こ
と
は
到
底
許
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
（
六
）

き
も
の
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
聴
取
書
は
、
謹
捺
書
類
と
な
し
え
な
い
、
す
な
わ
ち
謹
捺
能
力
を
訣
く
と
す
る
の
が
當
然
で
あ
る
。
本
件



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

訴
欺
に
聴
取
書
の
「
成
立
が
無
効
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
（
六
）
　
現
實
に
こ
の
よ
う
な
事
件
例
が
あ
る
と
は
い
わ
な
い
。
理
論
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
。

　
（
七
）
　
無
形
偲
造
は
本
來
の
文
書
儒
造
で
は
な
い
。
謹
糠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
交
書
が
無
形
儒
造
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
謹
豫

　
　
　
力
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
に
止
ま
る
。
す
な
わ
ち
誼
捺
贋
値
の
問
題
で
あ
つ
て
、
謹
擦
能
力
（
謹
檬
と
し
て
成
立
）
の
問
題
で
な
い
。
本
文
に
述

　
　
　
べ
る
の
は
、
検
察
官
が
み
ず
か
ら
無
形
傷
造
を
犯
し
た
聴
取
書
は
讃
擦
書
類
と
な
し
え
な
い
と
い
う
特
殊
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
貼
で
私
人
に
よ

　
　
　
る
無
形
偶
造
（
刑
一
五
七
・
一
五
九
条
）
と
異
な
る
。

　
か
く
し
て
検
察
官
聴
取
書
が
法
律
文
書
と
し
て
無
効
と
み
ら
れ
る
各
場
合
を
検
討
し
た
。
本
稿
は
検
察
官
が
、
澹
當
事
件
に
つ
き
、
作

成
し
た
聴
取
書
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
問
題
と
な
る
の
は
要
件
欠
鉄
に
よ
る
無
効
の
場
合
と
内
容
の
虚
偽
に
よ
る
無
効

の
場
合
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
る
無
効
、
す
な
わ
ち
刑
事
訴
訟
手
綾
に
お
い
て
検
察
官
聴
取
書
が
謹
擦
書
類
と
な
り
え
ず
、
從
つ
て
讃

擦
能
力
を
も
ち
え
な
い
、
と
の
主
張
が
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
一
般
無
効
確
認
訴
訟
の
「
訴
訟
の
目
的
」
と
な
り
う
る
か
否
か
が
研
討
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。四

　
無
効
確
認
請
求

e
　
無
効
確
認
請
求
　
確
認
の
訴
に
は
、
灌
利
ま
た
は
法
律
關
係
の
存
在
の
確
定
を
求
め
る
「
積
極
的
確
認
の
訴
」
と
、
そ
の
不
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〉

の
確
定
を
求
め
る
「
消
極
的
確
認
の
訴
」
と
が
あ
る
。
し
か
し
て
無
効
確
認
の
訴
は
、
消
極
的
確
認
の
訴
に
属
す
る
が
、
こ
れ
に
は
多
く

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
貼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

の
問
題
が
秘
そ
む
。
一
般
に
確
認
の
訴
の
「
訴
訟
の
目
的
」
は
、
事
い
あ
る
灌
利
若
し
く
は
法
律
關
係
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
無
効
確

認
請
求
は
、
い
か
な
る
灌
利
關
係
を
も
つ
て
嘗
該
「
訴
訟
の
目
的
」
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
無
効
確
認
請
求
に
は
、
事
實
關
係
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

存
在
主
張
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ぱ
株
主
総
會
決
議
不
存
在
確
認
請
求
の
如
し
。
本
件
の
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
講
求

も
、
聴
取
書
の
作
成
過
程
に
影
け
る
鍛
疵
を
主
張
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
事
實
關
係
の
確
認
は
、
民
訴
法
第
二
二
五
條
以
外
に
は
許

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
關
連
は
ど
う
か
。
な
お
、
そ
の
他
に
も
問
題
が
あ
る
。

　
（
一
）
中
村
・
民
事
訴
訟
要
論
九
九
頁
参
照
。

　
（
二
）
　
事
實
と
法
規
範
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
口
　
「
訴
訟
の
目
的
」
は
、
訴
訟
上
の
請
求
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
二
つ
の
分
肢
が
内
存
す
る
。
「
請
求
ノ
原
因
」
に
よ
つ
て
明
確
に
さ

れ
る
構
利
根
撮
と
「
請
求
の
趣
旨
」
に
示
さ
れ
る
灌
利
主
張
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
審
理
の
封
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
灌
利
根
撮

で
あ
つ
て
、
確
認
の
訴
の
「
訴
訟
の
目
的
」
は
、
こ
の
面
か
ら
考
察
す
る
場
合
、
「
雫
い
あ
る
灌
利
若
し
く
は
法
律
關
係
」
と
し
て
現
わ

れ
る
。
こ
れ
に
罫
し
、
判
決
の
封
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
灌
利
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
消
極
的
確
認
の
訴
に
お
い
て
は
、
「
箏

い
あ
る
権
利
若
し
く
は
法
律
關
係
」
の
「
不
存
在
の
主
張
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
定
の
灌
利
關
係
（
請
求
ノ
原
因
）
に
根
擦

す
る
法
規
範
的
主
張
を
も
つ
て
、
そ
の
内
容
と
す
る
。
無
効
確
認
請
求
と
は
、
否
定
的
内
容
を
も
つ
法
規
範
的
主
張
に
外
な
ら
な
い
。

　
（
三
）
中
村
・
民
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
七
四
頁
、
同
・
訴
訟
の
目
的
・
訴
訟
上
の
請
求
（
受
験
新
報
昭
和
三
四
年
新
年
號
）
≡
二
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
国
　
確
認
の
訴
の
う
ち
に
は
、
事
實
關
係
の
確
認
請
求
と
み
ら
れ
う
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
訴
で
あ
つ
て
も
、
決
し
て
事

實
關
係
そ
れ
自
髄
の
確
定
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。
事
實
關
係
の
存
否
に
依
擦
す
る
法
規
範
的
主
張
に
つ
い
て
の
有
椹
的
到
断
を
求
め
る



訴
な
の
で
あ
る
。
株
主
総
會
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
と
い
い
、
親
子
關
係
不
存
在
確
認
の
訴
と
い
う
、
そ
の
訴
名
い
か
ん
に
拘
ら
ず
、
事

實
關
係
の
確
定
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。
到
決
の
封
象
と
し
て
そ
の
「
訴
訟
の
目
的
」
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
否
定
的
内
容
を
も
つ

「
法
規
範
的
主
張
」
な
の
で
あ
る
。

　
（
四
）
例
え
ぱ
株
主
縄
會
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
、
親
子
關
係
不
存
在
確
認
の
訴
で
あ
る
。
商
法
第
二
五
二
條
に
は
株
主
縄
會
決
議
無
効
確
認
の
訴
の

　
　
　
規
定
は
あ
る
が
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
の
規
定
は
な
い
。
そ
こ
で
、
株
主
総
會
決
議
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
は
事
實
問
題
で
あ
る
か
ら
、
確
認

　
　
　
訴
訟
の
封
象
と
な
り
う
る
か
、
問
題
と
な
る
。
し
か
し
株
主
総
會
決
議
不
存
在
の
確
認
請
求
は
、
総
會
決
議
の
な
か
つ
た
故
に
決
議
と
し
て
の
効

　
　
　
力
を
生
じ
な
い
と
い
う
効
力
不
存
在
の
主
張
と
い
え
る
。
ま
た
、
親
子
關
係
不
存
在
確
認
の
訴
に
っ
い
て
も
、
親
子
關
係
は
事
實
關
係
で
あ
る
か

　
　
　
ら
、
確
認
訴
訟
の
封
象
と
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
訴
に
っ
い
て
も
、
同
様
に
法
律
上
の
親
子
關
係
が
不
存
在
で
あ
る
と
い
う
確
認
請

　
　
　
求
と
現
在
で
は
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
中
村
・
前
掲
早
稻
田
法
學
三
三
巻
一
・
二
冊
四
四
頁
以
下
参
照
。

五
　
清
極
的
確
認
の
訴
の
封
象
と
し
て
の
検
察
官
聴
取
書
の
無
効
確
認
請
求

　
消
極
的
確
認
の
訴
の
「
訴
訟
の
目
的
」
と
な
る
消
極
的
確
認
請
求
は
一
定
の
事
實
の
不
存
在
に
よ
る
法
規
範
的
効
力
の
否
定
的
主
張
と

い
え
る
。
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
も
聴
取
書
の
無
効
に
よ
る
謹
擦
能
力
の
不
存
在
と
い
う
法
効
果
の
否
定
的
主
張
で
あ
る
。
こ
の

内
容
を
も
つ
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
の
訴
が
、
消
極
的
確
認
の
訴
の
一
種
と
し
て
、
果
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
問
題
と
な
る
。

　
e
　
明
治
憲
法
の
も
と
、
わ
が
國
は
行
政
國
家
で
あ
つ
た
。
裁
到
所
は
通
常
裁
到
所
と
特
別
裁
到
所
と
し
て
の
行
政
裁
到
所
に
分
れ

（
蕾
憲
六
一
條
）
、
通
常
裁
到
所
は
薔
裁
到
所
構
成
法
に
よ
り
、
民
事
と
刑
事
の
裁
到
灌
を
も
つ
て
い
た
（
同
二
條
）
。
民
事
と
刑
事
と
は
、

と
も
に
傳
統
的
に
そ
の
事
件
範
園
が
定
ま
り
、
お
の
ず
か
ら
の
限
界
が
存
し
た
。
そ
の
範
園
に
麗
す
る
事
件
は
、
裁
到
所
に
よ
つ
て
受
理

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
馳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

さ
れ
る
が
、
属
し
な
い
も
の
は
受
理
さ
れ
な
い
。
ま
た
行
政
裁
到
所
の
管
轄
す
る
行
政
裁
判
事
項
に
け
、
列
畢
主
義
が
と
ら
れ
て
い
た

（
菖
行
裁
一
五
條
）
。

　
要
す
る
に
明
治
憲
法
の
下
に
お
け
る
裁
到
灌
の
封
象
は
、
民
事
、
刑
事
、
行
政
事
に
岐
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
限
定
的
、
閉
鎖
的
な
領
域
を
支

配
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
本
件
の
如
き
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
、
刑
事
訴
訟
手
績
に
よ
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
傳
統
的
な
民

事
事
件
に
も
屍
し
な
い
。
ま
た
、
行
政
事
件
と
し
て
の
列
畢
に
も
漏
れ
て
い
る
。
結
局
、
裁
到
所
に
よ
つ
て
裁
到
さ
れ
え
な
い
請
求
事
件

で
あ
つ
た
。
前
記
到
決
が
「
検
事
聴
取
書
の
有
効
ま
た
は
無
効
の
確
定
を
訴
訟
に
よ
り
求
め
る
こ
と
は
現
行
法
髄
系
の
上
か
ら
い
つ
て
許

さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
明
治
憲
法
時
代
の
裁
到
灌
の
限
定
的
、
閉
鎖
的
な
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
（
一
）

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
（
一
）
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
四
日
の
最
高
裁
到
決
は
、
検
察
官
に
封
す
る
不
起
訴
慮
分
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
な
い
し
行
政
訴
訟
の
提
起
は
わ
が
國
法

　
　
　
上
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
（
最
高
民
集
六
巻
二
號
二
二
四
頁
）
。
こ
れ
は
民
衆
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
特
別
の
規
定
な
き
限
り
認
め
ら
れ
え

　
　
　
な
い
訴
で
あ
る
（
中
村
・
民
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
一
一
三
頁
）
。
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
、
こ
れ
と
異
な
る
。

　
口
　
し
か
し
現
行
憲
法
の
も
と
で
は
事
情
が
全
く
異
な
る
。
憲
法
は
、
特
別
裁
到
所
の
設
置
を
認
め
ず
（
憲
七
六
條
二
項
）
、
裁
到
所
系

統
を
一
本
化
す
る
と
と
も
に
、
裁
到
所
法
は
、
そ
の
第
三
條
で
「
裁
判
所
は
、
日
本
國
憲
法
に
特
別
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
い
て
一
切
の

法
律
上
の
箏
訟
を
裁
到
」
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
現
在
、
わ
が
國
で
は
、
三
灌
分
立
の
も
と
、
司
法
灌
が
最
高
裁
到
所
を
ト
ッ
プ
と

す
る
一
本
建
の
裁
到
所
に
專
麗
し
、
憲
法
に
特
別
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
コ
切
の
法
律
上
の
箏
訟
」
を
裁
到
す
る
。
こ
の
艦
系

の
下
、
司
法
灌
の
領
域
は
、
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
と
異
な
り
、
事
件
の
種
類
に
よ
つ
て
限
界
づ
け
ら
れ
な
い
開
放
的
な
も
の
で
あ
り
、



無
限
定
の
性
格
を
も
つ
。
法
律
上
の
雫
訟
は
、
刑
事
事
件
で
な
け
れ
ば
民
事
事
件
、
民
事
事
件
で
な
け
れ
ば
行
政
事
件
と
し
て
、
裁
到
所

　
　
　
　
　
　
（
二
）

の
裁
到
を
受
け
る
。
裁
判
が
拒
ま
れ
る
に
は
、
制
度
上
、
或
い
は
法
規
上
の
特
別
の
理
由
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
奮
裁
到
所
構
成
法
渉
大
陸
法
に
よ
つ
て
い
た
の
に
封
し
、
現
裁
到
所
法
は
英
米
法
の
系
統
を
牽
け
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
明
治
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
通
常
の
民
事
・
刑
事
裁
到
灌
と
行
政
裁
到
灌
と
が
髄
系
を
異
に
し
、
ま
た
、
民
事
裁
判
灌
と
刑
事
裁
到
灌
と
は

　
　
　
異
別
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
統
一
し
た
一
騰
系
の
裁
到
灌
の
下
に
お
け
る
内
部
的
匠
分
と
し
て
、
民
事
・
刑
事
・
行
政
事

　
　
　
件
の
別
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
匠
分
は
、
事
件
の
實
質
に
從
つ
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
事
件
の
如
き
は
、
こ
の
匿
分
原
理

　
　
　
の
下
に
は
存
し
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
民
事
事
件
と
刑
事
事
件
と
の
匠
別
で
あ
る
が
、
刑
事
事
件
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
制
度
の
下
、
事
件
の
種
類
の
範
園
が
、
お
の
ず
か
ら
限
定
さ

　
　
　
れ
る
。
英
米
法
に
お
い
て
、
ク
リ
ミ
ナ
ル
・
ケ
τ
ス
（
9
冒
言
巴
S
器
）
に
属
し
な
い
事
件
は
、
す
べ
て
シ
ヴ
ィ
ル
・
ケ
ー
ス
（
Ω
並
S
器
）

　
　
　
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
刑
事
事
件
で
な
い
も
の
は
、
廣
義
に
お
け
る
民
事
事
件
に
厩
す
る
。
こ
れ
に
は
、
行
政
事
件
を
も
含
む

　
　
　
（
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
一
條
参
照
）
。

　
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
、
前
述
し
た
如
く
、
聴
取
書
の
謹
擦
書
類
と
し
て
の
効
力
を
雫
う
の
で
あ
る
か
ら
、
疑
い
も
な
く
、

そ
れ
は
裁
到
所
法
第
三
條
に
い
う
「
法
律
上
の
雫
訟
」
に
属
す
る
。
從
つ
て
何
ら
か
の
形
で
裁
到
所
に
よ
つ
て
裁
到
さ
れ
る
べ
き
筋
合
の

も
の
で
あ
つ
て
、
前
記
東
京
地
裁
到
決
の
如
く
、
こ
れ
が
訴
と
し
て
現
行
法
瞠
系
の
上
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
な
ら
ぱ
、
そ
の
理
由
を

示
す
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
本
件
の
東
京
地
裁
到
決
は
、
現
行
法
騰
系
上
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
に
止
ま
る
。
こ
の
黙
、
項
を
改
め
て

研
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
日
　
次
に
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
、
訴
訟
事
件
と
し
て
限
定
的
、
閉
鎖
的
な
刑
事
事
件
に
属
し
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る

（
前
註
（
二
）
参
照
）
。
廣
義
の
民
事
事
件
だ
と
し
て
、
そ
れ
が
狭
義
の
民
事
事
件
か
行
政
事
件
か
に
つ
い
て
は
、
間
題
提
起
の
鯨
地
が
あ
る

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
錨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

し
か
し
民
事
訴
訟
が
、
私
法
上
の
箏
訟
を
封
象
と
す
る
こ
と
は
、
澹
革
的
・
制
度
的
所
與
な
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

い
て
は
、
傳
統
的
な
民
事
事
件
（
狭
義
）
に
厨
し
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
行
政
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
件
、
検
察
官
聴
取
書
無
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

確
認
請
求
事
件
は
、
人
身
保
護
事
件
と
同
列
に
行
政
事
件
に
属
す
る
。

　
（
三
）
　
中
村
・
民
事
訴
訟
法
原
理
第
一
巻
六
五
頁
以
下
、
雄
川
一
郎
教
授
・
行
政
雫
訟
法
（
法
律
學
全
集
九
巻
）
四
四
頁
以
下
参
照
。

　
（
四
）
　
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
第
一
條
に
い
う
「
そ
の
他
公
法
上
の
灌
利
關
係
に
關
す
る
訴
訟
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
し
か
し
同
條
が
行
政
事
件
の

　
　
　
範
園
を
限
定
的
、
閉
鎖
的
に
規
定
し
た
も
の
と
み
る
な
ら
ぼ
、
本
件
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
講
求
事
件
は
行
政
事
件
に
属
し
な
い
と
も
い
え
る

　
　
　
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
こ
れ
は
狭
義
の
民
事
事
件
に
屍
す
る
こ
と
に
な
る
。
刑
事
事
件
で
な
い
限
り
、
行
政
事
件
に
も
、
狭
義
の
民

　
　
　
事
事
件
に
も
属
し
な
い
「
法
律
上
の
孚
訟
」
な
る
も
の
は
存
し
え
な
い
。

六
　
そ
の
他
若
干
の
問
題

　
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
が
「
法
律
上
の
箏
訟
」
と
し
て
裁
到
の
封
象
と
な
る
と
し
て
も
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
特
殊
の
訴
が
、

現
行
訴
訟
制
度
の
上
に
お
い
て
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
。
殊
に
そ
の
確
認
訴
訟
と
し
て
の
適
法
性
を
阻
む
若
干
の
論
黙
が
あ
る
。

　
e
　
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
、
刑
事
公
到
手
績
に
お
け
る
そ
の
謹
擦
能
力
を
孚
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
刑
事
訴
訟
手
績

進
行
の
途
上
に
お
け
る
事
件
な
の
で
あ
る
か
ら
、
當
該
手
績
の
一
環
と
し
て
解
決
す
べ
く
、
別
訴
に
よ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
例
え
ば
再
審
原
因
の
如
く
、
別
訴
の
結
果
を
待
つ
場
合
が
あ
る
（
刑
訴
四
三
五
條
）
。

　
口
　
さ
ら
に
、
検
察
官
聴
取
書
無
効
の
主
張
は
、
刑
事
公
到
手
績
に
お
い
て
そ
の
機
會
が
あ
る
か
ら
、
別
訴
に
よ
り
審
到
を
求
め
る
こ

と
を
許
す
な
ら
ば
、
椹
利
保
護
の
方
法
が
重
復
す
る
。
從
つ
て
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
明
治
憲
法
の
下
に
お
け
る
が
如
く
、



民
事
・
刑
事
・
行
政
事
件
の
各
裁
到
所
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
閉
鎖
的
領
域
を
支
配
し
て
い
た
制
度
な
ら
ば
と
も
か
く
、
現
在
の
如
く
裁
到

所
が
統
一
し
た
一
騰
系
を
構
成
し
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
各
手
績
に
岐
れ
、
事
件
が
慮
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
要
が
あ
れ

ば
同
一
事
件
に
つ
い
て
、
別
個
の
手
績
に
よ
り
、
こ
れ
が
権
利
保
護
の
途
を
與
え
て
、
敢
え
て
差
支
の
な
い
わ
け
で
あ
る
。
當
事
者
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
（
二
）

す
る
灌
利
保
護
を
一
本
に
限
る
と
の
原
則
は
存
し
な
い
。

　
（
一
）
　
灌
利
保
護
方
法
の
重
復
を
認
め
た
到
例
も
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
二
七
年
一
月
二
八
日
の
東
京
高
裁
到
決
は
、
登
記
官
吏
が
登
記
す
べ
き
で
な
い

　
　
　
事
項
に
つ
い
て
登
記
し
た
場
合
、
登
記
灌
利
者
は
登
記
官
吏
に
封
し
て
登
記
抹
消
と
い
う
行
政
庭
置
を
求
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
目
的
を
達
す

　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
た
訴
訟
に
よ
つ
て
登
記
抹
消
手
績
を
求
め
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
（
高
民
集
五
巻
九
號
一
頁
）
。
な
お
、
財
産
分
與
に

　
　
　
っ
き
、
家
事
審
利
手
績
と
一
般
の
民
事
訴
訟
手
績
と
い
う
二
つ
の
途
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
適
例
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
個
別
的
な
灌
利
保
護
の
利
盆
の
欠
訣
は
、
別
個
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
国
　
消
極
的
確
認
の
訴
は
「
灌
利
若
し
く
は
法
律
關
係
の
不
存
在
」
の
確
定
を
求
め
る
。
し
か
る
に
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は

「
灌
利
關
係
の
不
存
在
」
の
主
張
で
は
な
い
か
ら
、
消
極
的
確
認
訴
訟
の
「
訴
訟
の
目
的
」
と
は
な
り
え
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

し
「
椹
利
關
係
の
不
存
在
」
の
主
張
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
「
事
實
」
と
し
て
の
不
存
在
を
指
す
の
で
な
く
、
事
實
に
則
し
た
、
否
定
的

内
容
を
も
つ
法
規
範
的
主
張
を
意
味
す
る
（
前
出
）
。
こ
の
黙
に
お
い
て
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
も
、
ま
た
前
述
し
た
株
主
総
會
決

議
不
存
在
確
認
請
求
、
親
子
關
係
不
存
在
確
認
請
求
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
存
し
な
い
。

　
（
三
）
　
濁
民
訴
法
第
二
五
六
條
は
、
確
認
訴
訟
に
つ
き
、
「
灌
利
關
係
の
存
在
若
し
く
は
不
存
在
の
確
定
（
頴
器
邑
ξ
泥
傷
霧
ゆ
霧
一
〇
ぼ
霧
＆
段
濱
－

　
　
　
魯
浮
鐘
魯
象
ω
色
器
の
閑
8
げ
響
段
鼠
一
ヨ
誘
霧
）
」
と
規
定
し
て
い
る
。
わ
が
民
訴
法
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
し
な
い
。
何
が
確
認
訴
訟
の
目

　
　
　
的
で
あ
る
か
は
、
も
つ
ぱ
ら
學
読
に
委
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
貼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
瓢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
四
　
確
認
の
訴
の
「
訴
訟
の
目
的
」
は
、
現
在
の
灌
利
若
し
く
は
法
律
關
係
で
あ
つ
て
、
過
去
の
灌
利
關
係
に
つ
い
ゼ
は
確
認
の
訴
は

許
さ
れ
な
い
と
い
う
説
が
わ
が
國
で
は
有
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
検
察
官
聴
取
書
の
「
成
立
の
無
効
」
と
は
過
去
の
灌
利
關
係
で
あ
る
か

ら
、
確
認
訴
訟
の
封
象
と
は
な
ら
な
い
と
の
説
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
確
認
の
訴
の
「
訴
訟
の
目
的
」
が
現
在
の
灌
利
若
し
く
は
法
律

關
係
に
限
ら
れ
る
理
由
は
存
し
な
い
。
過
去
の
灌
利
關
係
で
あ
つ
て
も
、
現
在
に
お
い
て
「
確
認
の
利
盆
」
が
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
べ
き
も

　
　
　
（
四
）

の
と
す
る
。
な
お
、
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
が
過
去
の
灌
利
關
係
に
属
す
る
か
否
か
も
問
題
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
村
・
前
掲
早
稻
田
法
學
三
三
巻
一
・
二
冊
四
〇
頁
以
下
参
照
。

　
㈹
　
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
請
求
は
、
公
到
廷
に
お
け
る
そ
の
謹
嫁
力
を
箏
う
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
灌
利
關
係
を
封
象
と
す

る
訴
訟
訴
訟
（
即
9
婁
－
即
。
器
の
ω
）
の
一
種
で
あ
る
。
訴
訟
訴
訟
は
一
般
の
民
事
訴
訟
と
異
な
り
、
手
績
技
術
的
必
要
に
も
と
づ
く
の
で

あ
る
か
ら
、
必
要
に
慮
じ
て
、
訴
訟
法
が
、
こ
の
種
の
訴
を
規
定
し
て
い
る
（
例
、
民
訴
五
四
四
・
五
四
五
・
五
四
九
條
等
）
。
し
か
し
訴
訟

訴
訟
も
、
「
法
律
上
の
事
訟
」
（
裁
三
條
）
な
の
で
あ
る
か
ら
、
規
定
が
存
し
な
い
故
を
も
つ
て
、
こ
れ
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
理
由
に
乏

し
い
。
必
要
が
あ
れ
ば
、
許
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
次
に
述
べ
る
「
灌
利
保
護
の
利
盆
」
の
間
題
で
あ
る
。
裁
到
上
の

和
解
調
書
無
効
確
認
の
訴
は
、
訴
訟
訴
訟
の
一
種
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
關
す
る
規
定
を
鉄
く
が
、
學
説
、
到
例
と
も
に
こ
れ
を
認
め

　
　
（
五
）

て
い
る
。

　
（
五
）
中
村
・
民
事
訴
訟
要
論
二
一
二
頁
、
中
村
英
郎
教
授
・
裁
判
上
の
和
解
（
民
訴
講
座
第
三
巻
）
八
四
〇
頁
、
菊
井
維
大
博
士
編
・
民
事
訴
訟
法

　
　
　
（
上
）
（
演
習
講
座
）
二
七
三
頁
、
大
正
一
四
年
四
月
二
四
日
大
民
二
到
決
、
民
集
四
巻
一
九
五
頁
参
照
。



七
　
権
利
保
護
の
利
益

　
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
の
訴
が
民
事
訴
訟
に
聡
け
る
消
極
的
確
認
の
訴
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
最
後
に
の
こ
る
問
題
は
、

「
灌
利
保
護
の
利
盆
」
で
あ
る
。

　
場
合
を
分
け
て
考
え
て
み
る
。
ま
ず
請
求
の
原
因
（
灌
利
根
嫁
）
と
し
て
聴
取
書
の
無
形
儒
造
を
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
無
形
儒
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

に
ょ
る
無
効
到
決
が
確
定
す
れ
ば
、
聴
取
書
の
偽
造
が
謹
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
再
審
原
因
と
な
る
（
刑
訴
四
三
五
條
一
號
）
。
明
か
に
灌

利
保
護
の
利
盆
が
存
す
る
。
尤
も
同
第
四
三
七
條
に
從
え
ば
、
確
定
到
決
が
え
ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
實
を
讃
明
し
て
再
審
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
訴
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
從
つ
て
灌
利
保
護
の
利
盆
を
鋏
く
と
の
主
張
も
あ
り

う
る
。
し
か
し
訴
に
よ
ら
な
い
救
濟
手
段
が
存
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
直
ち
に
そ
の
訴
に
つ
い
て
灌
利
保
護
の
利
盆
を
鉄
く
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
灌
利
保
護
の
方
法
の
重
複
す
る
こ
と
は
、
宏
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
こ
の
確
定
到
決
は
刑
事
到
決
に
限
る
と
い
う
読
あ
る
も
、
こ
れ
は
刑
事
裁
到
椹
と
民
事
裁
到
構
と
が
、
別
個
の
髄
系
を
構
成
す
る
と
な
す
蕾
裁

　
　
　
構
法
の
下
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
は
聴
取
書
が
、
そ
の
要
件
の
欠
訣
す
る
こ
と
を
「
請
求
の
原
因
」
と
し
、
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
確
定

到
決
を
え
て
も
、
再
審
原
因
に
該
當
し
な
い
。
尤
も
場
合
に
よ
り
、
検
事
総
長
の
な
す
非
常
上
告
（
刑
訴
四
五
四
條
）
の
事
由
と
も
な
り
う

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
非
常
上
告
は
再
審
と
異
な
り
、
も
つ
ぱ
ら
検
事
総
長
の
職
灌
襲
動
に
待
つ
も
の
で
あ
つ
て
、
し
か
も
法
令
解
繹
の

統
一
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
由
と
な
り
う
る
こ
と
に
権
利
保
護
の
利
盆
の
内
在
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
貼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
結
局
、
實
際
間
題
と
し
て
は
、
無
形
爲
造
を
理
由
と
す
る
無
効
確
認
請
求
で
な
け
れ
ば
灌
利
保
護
の
利
盆
を
鉄
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
灌
利
保
護
の
利
盆
を
歓
く
場
合
、
訴
訟
の
終
結
は
、
訴
却
下
の
訴
訟
到
決
に
よ
る
べ
き
か
、
或
い
は
請
求
棄
却
の
本
案
到
決
と
す
べ
き

か
の
問
題
が
あ
る
。
灌
利
保
護
の
利
盆
は
、
請
求
原
因
を
審
査
し
な
け
れ
ぼ
、
そ
の
存
否
を
到
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
異
説
あ
る
も
、

審
理
の
序
列
を
基
準
と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
灌
利
保
護
の
利
盆
を
も
つ
て
本
案
要
件
に
属
せ
し
め
、
そ
の
欠
敏
に
よ
り
請
求
棄
却
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

本
案
到
決
を
な
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
（
二
）
　
訴
却
下
の
訴
訟
到
決
か
、
或
い
は
請
求
棄
却
の
本
案
到
決
か
の
問
題
は
、
訴
訟
構
造
理
論
に
つ
な
が
る
法
技
術
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
灌
利

　
　
　
保
護
の
利
盆
は
灌
利
保
護
の
資
格
と
と
も
に
實
髄
法
的
性
格
と
訴
訟
法
的
性
格
と
を
、
と
も
に
内
在
せ
し
め
る
。
そ
の
實
腫
法
的
性
格
を
重
覗
す

　
　
　
る
と
き
本
案
要
件
と
な
り
、
訴
訟
法
的
性
格
を
彊
調
す
る
と
き
訴
訟
要
件
と
な
る
。
そ
れ
の
い
ず
れ
を
と
る
も
背
理
で
は
な
い
。
し
か
し
裁
判
の

　
　
　
生
成
過
程
（
裁
到
過
程
）
は
審
理
の
論
理
的
序
列
に
封
慮
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
從
つ
て
裁
到
の
要
件
と
形
式
と
を
定
め
る
こ
と
が
、

　
　
　
制
度
理
論
と
し
て
最
も
適
當
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

む
　
す
　
び

　
以
上
、
述
べ
て
き
た
が
如
く
、
検
察
官
聴
取
書
無
効
確
認
の
訴
に
は
、
種
々
な
論
驕
が
内
在
す
る
。
こ
の
訴
が
民
訴
法
第
二
二
五
條
に

該
當
し
な
い
と
し
て
も
、
さ
ら
に
一
般
確
認
訴
訟
と
し
て
の
成
立
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
聴
取
書
の
無
効
を
主
張
す
る
事
由
（
講
求
の

原
因
）
に
も
、
無
形
偲
造
或
い
は
手
績
要
件
の
欠
訣
の
如
く
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
す
べ
て
裁
到
所
の
審
査
を
要
す
る
。
本
件
の
東
京
地

裁
到
決
の
如
く
、
あ
つ
さ
り
片
付
け
う
る
事
件
で
は
な
い
。

　
元
來
こ
う
い
う
事
件
は
稀
で
あ
る
。
現
在
の
肚
會
欺
勢
は
、
蕾
憲
法
時
代
か
ら
新
憲
法
時
代
に
移
り
攣
つ
た
過
渡
期
を
未
だ
睨
し
て
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

な
い
。
過
渡
期
に
は
、
い
ろ
い
ろ
攣
つ
た
訴
訟
が
現
わ
れ
る
。
本
件
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
こ
の
種
の
事
件
の
中
に
は
、
相
當
検

討
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
問
題
を
含
む
も
の
も
あ
る
。
裁
到
所
と
し
て
は
、
從
來
の
考
え
方
に
捉
わ
れ
て
、
簡
軍
に
片
付
け
る
こ
と
な
く
、

愼
重
に
吟
味
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
（
一
）
　
例
え
ば
、
死
刑
は
憲
法
に
違
反
す
る
と
の
死
刑
囚
に
關
す
る
諸
事
件
、
文
書
圖
書
閲
覧
制
限
解
除
の
訴
、
死
刑
受
執
行
義
務
不
存
在
確
認
の
訴

　
　
　
等
。

　
現
在
の
裁
到
所
は
、
コ
切
の
法
律
上
の
箏
訟
」
を
裁
到
す
る
（
裁
三
條
）
。
さ
ら
に
現
行
憲
法
の
も
と
、
裁
到
所
が
憲
法
審
査
灌
を
も

ち
、
最
高
裁
到
所
は
終
審
と
し
て
憲
法
審
査
を
行
う
（
憲
八
一
條
）
。
す
な
わ
ち
最
高
裁
到
所
は
憲
法
裁
到
所
と
し
て
の
機
能
と
、
上
告
裁

到
所
と
し
て
の
機
能
と
を
併
せ
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
最
高
裁
到
所
が
、
新
た
に
二
つ
の
機
能
を
も
つ
に
至
つ
た
こ
と
は
、
法
史
的
に
考
察

す
る
な
ら
ば
法
髄
系
の
攣
革
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
法
の
新
た
な
瞠
系
へ
の
護
展
の
契
機
が
、
そ
れ
に
内
在
す
る
。
か
つ
て
英
法
に
お

い
て
コ
モ
ン
・
・
1
が
硬
化
し
た
た
め
、
新
な
救
濟
を
與
え
る
エ
ク
ィ
テ
ィ
・
コ
ー
ト
が
現
わ
れ
た
。
さ
ら
に
遡
つ
て
ロ
ー
マ
法
末
期
、

ア
ク
チ
オ
が
硬
化
し
た
と
き
、
ア
ク
チ
オ
に
よ
ら
ざ
る
裁
到
の
手
績
、
す
な
わ
ち
非
常
訴
訟
と
い
わ
れ
る
も
の
を
生
じ
た
。
わ
が
國
の
現

段
階
に
お
い
て
も
、
法
髄
系
の
攣
革
が
既
に
胎
動
し
て
い
る
。
裁
到
所
は
、
英
法
史
上
に
お
け
る
エ
ク
ィ
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
役
割
を
も
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
豫
備
除
違
憲
事
件
に
お
い
て
、
現
行
手
績
法
に
、
そ
の
規
定
が
存
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
最
高
裁
到
所
は
第
一
審
か
つ
終
審
の
裁
利
所
と
し
て

　
　
　
審
理
を
な
し
た
。
ま
た
、
死
刑
受
執
行
義
務
不
存
在
確
認
の
訴
に
つ
き
、
東
京
地
裁
は
執
行
停
止
の
假
庭
分
を
な
し
た
。
こ
れ
ら
は
裁
到
所
が
エ

　
　
　
ク
ィ
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
役
割
を
演
じ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
検
察
官
聴
取
書
成
立
無
効
確
認
の
訴
に
つ
い
て
の
諸
論
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
そ
れ
に
は
、
多
く
の
要
因
が
錯
綜
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
角
、
現
在
の
訴
訟
制
度
に
動
脈
硬
化
の
現
象
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を

否
み
え
な
い
。
こ
れ
に
い
か
に
封
慮
す
べ
き
か
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
本
件
の
如
き
法
律
上
の
新
た
な
論
貼
を

含
む
事
件
に
つ
い
て
は
、
裁
到
所
に
よ
つ
て
充
分
に
審
理
さ
れ
る
こ
と
が
、
裁
到
形
式
化
の
現
象
を
打
破
す
る
契
機
と
も
な
ろ
う
。
裁
到

の
政
治
性
は
、
こ
の
邊
に
も
あ
る
。


